
 

令和３年２月５日 

経済再生担当 

全世代型社会保障改革担当  

内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

西村 康稔 殿 

 

厚生労働大臣 

田村 憲久 殿 

 

経済産業大臣 

梶山 弘志 殿 

埼玉県知事     

                          大野 元裕    

                         千葉県知事     

                       森田 健作    

                                東京都知事     

                           小池 百合子   

                         神奈川県知事    

                          黒岩 祐治    

 

新型コロナウイルス感染症対策に関する要望について 
 

一都三県はこの間、都民・県民、国民の「命と生活」を守るため、人流の抑

制をはじめとする各種対策を一体となって講じてきたが、新規陽性者数は減

少傾向にあるものの、重症者数は高止まりしており、医療提供体制の逼迫は長

期化している。また、変異株の市中感染やクラスターが確認されるなど、新た

に警戒すべき事態も生じており、ここで対策を緩めれば、医療提供体制の崩壊

や社会経済活動の長期にわたる悪化が懸念される。 

先般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間

延長が決定されたところであるが、何としてもここで感染拡大を抑え込むた

めには、一都三県と国が一層連携を深め、実効性のある対策を迅速かつ的確に

講じるとともに、都民・県民や事業者の不安解消に向け、全力で取り組んでい

く必要がある。 

そこで、以下の事項について特段の措置を早急に講じられるよう、要望する。 
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要  望 

 

１．緊急事態措置等について 

（１）緊急事態宣言の措置内容の変更等に伴い、基本的対処方針を改定する

場合には、事前に緊急事態宣言が発出されている１都３県との協議・調

整を十分に行うとともに、混乱を避けるために一定の周知期間を設ける

こと。 

 

２．特別措置法の改正について 

（１）改正特別措置法の施行に伴い、都道府県が速やかに統一的な措置を執 

  行できるよう、これまでの 1 都３県の要望や法の附帯決議の内容を踏ま 

えた指針、ガイドライン等を直ちに示すこと。 

（２）改正特別措置法第 31 条の４に基づく「まん延防止等重点措置」を実 

施すべき期間及び区域の公示等をする場合は、あらかじめ都道府県との 

協議・調整を行うこと。 

（３）改正特別措置法第 63 条の２に、国及び地方公共団体は、まん延防止

の措置の影響を受ける事業者を支援するために必要な財政上の措置等を

講ずる責務が規定されたが、その詳細は明らかになっていない。 

売上高や事業規模に応じた支給を求める事業者の声があることや、同

改正法の附帯決議の趣旨も踏まえ、早急に検討し、考え方を示すこと。 
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３．地方創生臨時交付金について 

（１）地方創生臨時交付金については、全ての地方自治体が必要とする額を確

保すること。その配分に当たっては、地方自治体の財政力による補正を行

うことなく、直近の感染者数や医療需要など感染状況の実態や支給対象

事業者数などを的確に反映すること。また、地方自治体の資金繰りに支障

を生じないよう、速やかに交付すること。 

（２）地方創生臨時交付金に関して、地方自治体が休業や営業時間短縮要請な

どを機動的に行えるよう２月８日以降の国費の取り扱いについて早急か

つ明確に示すこと。 

 

４．感染拡大防止協力金について 

（１）協力金の制度構築については、１月２９日にも要望をしたところであ

るが、経営への影響の度合いなどを勘案した新たな協力金をつくる際

は、地方自治体間で異なる制度とならないよう、国の責任で制度を構築

し、全額国費で負担すること。 

 

５．事業者に対する支援について 

（１）中小事業者に対する一時金について、緊急事態宣言の期間延長に伴い影

響が拡大するため、速やかに支給要件や申請方法など制度の詳細を示す

こと。その上で、対象事業者の明確化や支給額の拡大を図るとともに、減

収要件を緩和するなど、制度の拡充を図ること。 
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（２）緊急事態宣言の期間延長の影響を受ける事業者を十分に支援するた

め、持続化給付金及び家賃支援給付金の再度支給、雇用調整助成金の特

例措置及び休業支援金・給付金の対象期間の更なる延長並びに事業再構

築補助金及び持続化補助金のさらなる拡充を図ること。 

 

６．積極的疫学調査の重点化について 

（１）基本的対処方針においては、積極的疫学調査を実施する際に優先度も

考慮するとされており、専門家の意見を踏まえ、調査対象の重症化のリ

スクを勘案し、調査の重点化や簡略化を実施する場合の具体的な基準、

事例及び優先度を早急に示すこと。 

（２）積極的疫学調査を重点化することについて、感染防止対策への影響を

具体的に示すとともに、国民の理解が得られるよう国の責任において丁

寧な説明に努めること。 

 

７．変異株への対応について 

（１）新型コロナウイルス感染症変異株の発生状況の把握を行うため、発生

地域を中心とした陽性検体の必要数を国が収集のうえ、検査を速やかに

実施し、情報を還元すること。 

（２）世界各国での変異株の確認等を踏まえ、国内でのウイルスの変異を常

時監視するとともに、各国からの入国制限や入国時の待機期間等の条件

を必要に応じて見直すなど、水際対策を強化・徹底すること。 
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８．医療機関・保健所への支援について 

（１）要介護者・認知症の新型コロナウイルス患者の入院に当たっては、看

護に加えて生活支援を併せて行うなど医療機関の大きな負担となってい

る。このため、医療機関の実態を踏まえ、医療機関が患者への多様な取

組を行う際の支援を充実させること。また、これらの患者の入院等に当

たり、医療従事者の確保のため、感染症が全国的にまん延している状況

下を想定した実効的な応援派遣などの支援を充実すること。 

（２）１都３県においては、高い水準での感染拡大の状況が１か月以上続く

など長期戦を強いられており、保健所の業務がひっ迫し、保健師等の専

門職の不足が顕在化している。保健所職員の負担を軽減するため、感染

症が全国的にまん延している状況下を想定した実効的かつ継続的な応援

派遣のスキームを早急に構築すること。 

（３）保健所の恒常的な人員体制の強化に当たっては、感染拡大期を想定し

た必要な保健師の増員に係る地方財政措置を迅速に講じること。 

（４）新型コロナウイルス感染症から回復した患者の転院を受け入れる後方

支援医療機関の受入体制を強化するため、回復患者のために病床を確保

することにより生じた空床を緊急包括支援交付金の病床確保料の対象と

して補償するなど、更なる財政的な措置を行うこと。 
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９．生活困窮者に対する支援について 

（１）緊急事態宣言の期間延長に伴う不安を解消するため、生活に困窮する

方を支える緊急小口資金等の特例貸付の新規申請受付期限の延長など、

支援のさらなる拡充を図ること。また、その償還免除等については、国

から方針が示されたところだが、総合支援資金に係る償還免除要件を含

め、具体的な取り扱いを早期に示すこと。 

（２）生活に困窮する方が住まいを失うことのないよう、住居確保給付金の

さらなる要件緩和や支給期間の延長などについて検討し、その内容を早

急に示すこと。また、本事業に係る地方負担額が増大しているため、こ

の負担増に対する速やかな支援を行うこと。 

 

10．新型コロナウイルスワクチンの接種について 

（１）新型コロナウイルスワクチン接種に当たり、各自治体での負担が生じ  

ないよう、国の責任において十分な財政措置を行うこと。 

 

11．施設内感染対策の強化について 

（１）基本的対処方針に示された、感染多発地域における高齢者施設の従事

者等の検査の集中的実施については、緊急事態宣言が解除された場合で

も、必要に応じて継続的に行えるよう、国の責任において財政的な支援

を行うこと。 
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（２）高齢者施設の従事者等の検査の集中的実施に係る国の財政的支援の内

容や、緊急事態宣言が解除された場合の実施計画の取り扱いについて、

各都県が計画を策定する前に示すこと。 

（３）令和３年４月以降も地域の感染状況に応じて実施することとされてい

る高齢者施設の従事者等の定期的な検査について、その目安を示すこ

と。 

 

12．テレワークの推進について 

（１）「出勤者数の７割削減」に向けて、テレワーク実施の更なる強化を経

済団体に働きかけること。 

（２）終日テレワークに加えて、半日・時間単位のテレワークの実施によ

り、テレワークとローテーション勤務や時差出勤を組み合わせるなど、

テレワークの柔軟な活用を推奨すること。 

（３）中小企業のテレワーク導入率の向上を図るため、テレワーク用通信機

器の導入助成において、パソコン、タブレット等の現行のリース費用だ

けでなく購入費用を助成対象とするなど、支援を強化するとともに、申

請期間を十分に取るなど、事業者が活用しやすいようにすること。 

 


